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男女共同参画関連用語 

 

１ 育児・介護休業法 

労働者の仕事と育児や介護を両立できるように支援するための法律です。民間事業

主に対して、雇用した男女労働者から、育児や介護の申請があった場合、雇用関係を

継続したまま、一定期間の休暇を与えることを認めるよう義務付けています。育児休

業法は平成 3 年 4 月から施行、平成 7 年に「育児・介護休業法」に改正されました。

育児休業は、満 1 歳に満たない子を養育するために最高 1 年。介護休業は配偶者・父

母・子・配偶者の父母などで、連続 3 カ月を限度に 1 人 1 回の介護休業が認められて

います。休業期間中は、休業前賃金の 40％が雇用保険から支給されることになります。 

なお、平成 17 年 4 月から、育児休業・介護休業の対象労働者が一定の対象労働者が

一定の範囲の期間労働者に拡大されたほか、一定の場合の育児休業期間の延長、介護

休業の要介護状態ごとの複数回取得が可能となり、また子どもの看護休暇が取得でき

るようになりました。 

 

２ 固定的性別役割分担 

 男女を問わず個人の能力等によって役割の分担を決めることが適当であるにもかか

わらず、男性、女性という性別を理由として、役割を固定的に分けることをいいます。 

「男は仕事・女は家庭」、「男性は主要な業務・女性は補助的業務」等は固定的な考え

方により、男性・女性の役割を決めている例です。 

 

３ ジェンダー(社会的性別）の視点 

「社会的・文化的に形成された性別」のことです。人間は生まれついての「生物学的

性別」（セックス）があります。一方、社会通念や慣習の中には、社会によって作り上

げられた「男性像」、「女性像」があり、このような男性、女性の別を「社会的・文化

的に形成された性別」（ジェンダー）と いいます。「社会的・文化的に形成された性

別」は、それ自体に良い悪いの価値を含むものではなく、国際的にも使われています。 

 このように「社会的性別の視点」でとらえられる対象には、性差別、性別による固定

的役割分担及び偏見等、男女共同参画社会の形成を阻害すると考えられるものがあり

ます。 

その一方で、対象の中には、男女共同参画社会の形成を阻害しないと考えられるも

のもあり、このようなものまで見直しを行おうとするものではありません。社会制度・

慣行の見直しを行う際には、社会的な合意を得ながら進める必要があります。 

「ジェンダー・フリー」という用語を使用して、性差を否定したり、男らしさ、女ら

しさや男女の区別をなくして人間の中性化を目指すこと、また、家族やひな祭り等の

伝統文化を否定することは、国民が求める男女共同参画社会とは異なります。 

https://kotobank.jp/word/%E6%B0%91%E9%96%93%E4%BA%8B%E6%A5%AD-393116
https://kotobank.jp/word/%E6%B0%91%E9%96%93%E4%BA%8B%E6%A5%AD-393116
https://kotobank.jp/word/%E9%9B%87%E7%94%A8%E9%96%A2%E4%BF%82-66376
https://kotobank.jp/word/%E8%82%B2%E5%85%90%E4%BC%91%E6%A5%AD%E6%B3%95-159965
https://kotobank.jp/word/%E8%82%B2%E5%85%90%E4%BC%91%E6%A5%AD%E6%B3%95-159965
https://kotobank.jp/word/%E8%82%B2%E5%85%90%E3%83%BB%E4%BB%8B%E8%AD%B7%E4%BC%91%E6%A5%AD%E6%B3%95-700
https://kotobank.jp/word/%E8%82%B2%E5%85%90%E4%BC%91%E6%A5%AD-164232
https://kotobank.jp/word/%E6%BA%80%E3%81%9F%E3%81%AA%E3%81%84-391209
https://kotobank.jp/word/%E4%BB%8B%E8%AD%B7%E4%BC%91%E6%A5%AD-179205
https://kotobank.jp/word/%E9%9B%87%E7%94%A8%E4%BF%9D%E9%99%BA-3483
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児童生徒の発達段階を踏まえない行き過ぎた性教育、男女同室着替え、男女同室宿

泊、男女混合騎馬戦等の事例は極めて非常識なことです。また、公共の施設における

トイレの男女別色表示を同色にすることは、男女共同参画の趣旨から導き出されるも

のではありません。 

  

４ ストーカー行為 

 特定の人に対する好意の感情、またはその好意がかなわなかったことに対する怨念

の感情により、繰り返しつきまとい、まちぶせ、押しかけや無言電話などの行為を指

します。 

 

５ セクシュアル・ハラスメント（性的嫌がらせ） 

 継続的な人間関係において、優位な力関係を背景に、相手の意思に反して行われる

性的な言動であり、それは、単に雇用関係にある者の間のみならず、施設における職

員とその利用者との間や団体における構成員間など、様々な生活の場で起こり得るも

ののことです。また、他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び職員が他の

職員を不快にさせる職場外における性的な言動のことも指します。 

職場において行われる性的な言動に対する女性労働者の対応により、当該女性労働者

がその労働条件につき不利益を受けるものを「対価型セクシュアルハラスメント」、

当該性的な言動により女性労働者の就業環境が害されるものを「環境型セクシュアル

ハラスメント」と規定しています。 

 

６ 男女共同参画基本計画 

男女共同参画社会基本法に基づく、国の法定計画です。 

男女共同参画社会基本法は、第 13 条において政府が、男女共同参画社会の形成の促

進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため社会の形成の促進に関する基本

的な計画である、男女共同参画基本計画を策定しなければならないことを規定してい

ます。また男女共同参画基本計画は、都道府県において策定は義務、市町村において

の策定は任意の努力義務となっております。 

男女共同参画社会の形成の促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために

必要な方策を示した計画です。 

 

７ 男女共同参画社会 

 男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野にお

ける活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及

び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うべき社会のことです。 
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８ 男女共同参画社会基本法 

 男女共同参画社会の形成に関し、基本理念を定め、国、地方公共団体及び国民の責

務を明らかにするとともに、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の基本とな

る事項を定めることにより、男女共同参画社会の形成を総合的かつ計画的に推進する

ことを目的として、平成 11年 6月 23日法律第 78号として、公布、施行されました。 

 

９ 男女共同参画週間 

 男女が、互いにその人権を尊重しつつ喜びも責任も分かち合い、性別にかかわりな

く、その個性と能力を十分に発揮することができる男女共同参画社会の形成に向け、

男女共同参画社会基本法（平成 11年 6月 23日法律第 78号）の目的及び基本理念に関

する国民の理解を深め るため、平成 13 年度から毎年 6 月 23 日から 6 月 29 日までの

1週間 を「男女共同参画週間」を設けています。 

 

10 配偶者からの暴力 

 「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の一部を改正する法律」

（平成 16年 6月 2日公布、平成 16年 12月 2日施行）では、配偶者からの暴力を「配

偶者からの身体に対する暴力（身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害

を及ぼすものをいう。）又はこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動（以下「身体

に対する暴力等」という。）をいい、配偶者からの身体に対する暴力等を受けた後に、

その者が離婚をし、又はその婚姻が取り消された場合にあっては、当該配偶者であっ

た者から引き続き受ける身体に対する暴力等を含むものとする。」と定義しています。 

なお、内閣府においては、対象範囲に恋人も含むより広い概念として、「夫・パート

ナーからの暴力」という用語を使用する場合もあります。ここで「夫」という言葉を用

いているのは、女性が被害者になることが圧倒的に多いからです。 

ちなみに、一般的に使用されている「ドメスティック・バイオレンス（Domestic 

Violence）」や「DV」は、法令等で明確に定義された言葉ではありません。 

 

11 パートナー等 

 配偶者暴力防止法上では、配偶者（事実婚や別居中の夫婦、元配偶者を含む）以外

の、親密な関係にある男女を含めた表現として使用しています。 

 

12 法識字（リーガル・リテラシー） 

自分にどんな権利があるか、法律や関連の制度の存在を知り、その権利を行使する

ためにどのように手続きすればよいか理解する能力や、知識を使いこなすことができ

る能力のことです。 
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13 メディア・リテラシー 

インターネットやテレビ、新聞などのメディアを使い、メディアの伝える情報を理

解する能力のことです。また、メディアからの情報を見極める能力のことも示します。 

 

14  ライフスタイル 

 生活の様式や営み方のことですが、個人の人生観や価値観、その人の習慣などを含

めた生き方全般を示します。 

 

15 リプロダクティブ・ヘルス/ライツ 

 1994年にカイロで開催された国際人口・開発会議において提唱された概念で、今日、

女性の人権の重要な一つとして認識されるに至っています。リプロダクティブ・ヘル

ス／ライツの中心課題には、いつ何人子どもを産むか産まないかを選ぶ自由、安全で

満足のいく性生活、安全な妊娠・出産、子どもが健康に生まれ 育つことなどが含まれ

ており、また、思春期や更年期における健康上の問題等生涯を通じての性と生殖に関

する課題が幅広く議論されています。 

 

16  ワーク・ライフ・バランス  

  「仕事と生活の調和」と言われ、働くすべての方々が、「仕事」と育児や介護、趣味

や学習、休養、地域活動といった「仕事以外の生活」との調和をとり、その両方を充実

させる働き方・生き方のことです。 

 

  

https://kotobank.jp/word/%E3%83%86%E3%83%AC%E3%83%93-577278
https://kotobank.jp/word/%E3%83%A1%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%A2-9260
https://kotobank.jp/word/%E7%94%9F%E3%81%8D%E6%96%B9-431184
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日本国憲法（抜粋） 
（昭和 21年 11月 3日公布） 

前文 

 日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれ

らの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもた

らす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにする

ことを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そも

そも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その

権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類

普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反す

る一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。 

 日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自

覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生

存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上

から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思

ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存す

る権利を有することを確認する。 

 われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならない

のであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の

主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。 

 日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成するこ

とを誓ふ。 

第１章 天皇 

＝（中略）＝ 

第２章 戦争の放棄 

〔戦争の放棄と戦力及び交戦権の否認〕 

第９条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動

たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、

永久にこれを放棄する。 

② 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交

戦権は、これを認めない。 
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第３章 国民の権利及び義務 

〔国民たる要件〕 

第 10条 日本国民たる要件は、法律でこれを定める。 

〔基本的人権の享有〕 

第 11条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障

する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に

与へられる。 

＝（中略）＝ 

〔個人の尊重と公共の福祉〕 

第 13条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国

民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大

の尊重を必要とする。 

〔平等原則、貴族制度の否認及び栄典の限界〕 

第 14条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は

門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。 

② 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。 

③ 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現に

これを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。 

＝（中略）＝ 

〔居住、移転、職業選択、外国移住及び国籍離脱の自由〕 

第 22条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有す

る。 

② 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。 

〔学問の自由〕 

第 23条 学問の自由は、これを保障する。 

〔家族関係における個人の尊厳と両性の平等〕 

第 24条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを

基本として、相互の協力により、維持されなければならない。 

② 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその

他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定さ

れなければならない。 



- 22 - 
 

〔生存権及び国民生活の社会的進歩向上に努める国の義務〕 

第 25条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。 

② 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び

増進に努めなければならない。 

〔教育を受ける権利と受けさせる義務〕 

第 26条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教

育を受ける権利を有する。 

② すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受け

させる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。 

〔勤労の権利と義務、勤労条件の基準及び児童酷使の禁止〕 

第 27条 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。 

② 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。 

③ 児童は、これを酷使してはならない。 

＝（以下、略）＝ 
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男女共同参画基本法 
（平成 11年 6月 23日号外法律第 78号） 

目次 

前文 

 我が国においては、日本国憲法に個人の尊重と法の下の平等がうたわれ、男女平等

の実現に向けた様々な取組が、国際社会における取組とも連動しつつ、着実に進めら

れてきたが、なお一層の努力が必要とされている。 

 一方、少子高齢化の進展、国内経済活動の成熟化等我が国の社会経済情勢の急速な

変化に対応していく上で、男女が、互いにその人権を尊重しつつ責任も分かち合い、

性別にかかわりなく、その個性と能力を十分に発揮することができる男女共同参画社

会の実現は、緊要な課題となっている。 

 このような状況にかんがみ、男女共同参画社会の実現を二十一世紀の我が国社会を

決定する最重要課題と位置付け、社会のあらゆる分野において、男女共同参画社会の

形成の促進に関する施策の推進を図っていくことが重要である。 

 ここに、男女共同参画社会の形成についての基本理念を明らかにしてその方向を示

し、将来に向かって国、地方公共団体及び国民の男女共同参画社会の形成に関する取

組を総合的かつ計画的に推進するため、この法律を制定する。 

第１章 総則  

（目的） 

第１条 この法律は、男女の人権が尊重され、かつ、社会経済情勢の変化に対応でき

る豊かで活力ある社会を実現することの緊要性にかんがみ、男女共同参画社会の形

成に関し、基本理念を定め、並びに国、地方公共団体及び国民の責務を明らかにす

るとともに、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の基本となる事項を定め

ることにより、男女共同参画社会の形成を総合的かつ計画的に推進することを目的

とする。  

（定義） 

第２条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとこ

ろによる。  

(1)男女共同参画社会の形成 男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によっ

て社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等
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に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を

担うべき社会を形成することをいう。 

(2)積極的改善措置 前号に規定する機会に係る男女間の格差を改善するため必要な範

囲内において、男女のいずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供することをい

う。  

（男女の人権の尊重） 

第３条 男女共同参画社会の形成は、男女の個人としての尊厳が重んぜられること、

男女が性別による差別的取扱いを受けないこと、男女が個人として能力を発揮する

機会が確保されることその他の男女の人権が尊重されることを旨として、行われな

ければならない。  

（社会における制度又は慣行についての配慮） 

第４条 男女共同参画社会の形成に当たっては、社会における制度又は慣行が、性別

による固定的な役割分担等を反映して、男女の社会における活動の選択に対して中

立でない影響を及ぼすことにより、男女共同参画社会の形成を阻害する要因となる

おそれがあることにかんがみ、社会における制度又は慣行が男女の社会における活

動の選択に対して及ぼす影響をできる限り中立なものとするように配慮されなけれ

ばならない。  

（政策等の立案及び決定への共同参画） 

第５条 男女共同参画社会の形成は、男女が、社会の対等な構成員として、国若しく

は地方公共団体における政策又は民間の団体における方針の立案及び決定に共同し

て参画する機会が確保されることを旨として、行われなければならない。  

（家庭生活における活動と他の活動の両立） 

第６条 男女共同参画社会の形成は、家族を構成する男女が、相互の協力と社会の支

援の下に、子の養育、家族の介護その他の家庭生活における活動について家族の一

員としての役割を円滑に果たし、かつ、当該活動以外の活動を行うことができるよ

うにすることを旨として、行われなければならない。  

（国際的協調） 

第７条 男女共同参画社会の形成の促進が国際社会における取組と密接な関係を有し

ていることにかんがみ、男女共同参画社会の形成は、国際的協調の下に行われなけ

ればならない。  
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（国の責務） 

第８条 国は、第三条から前条までに定める男女共同参画社会の形成についての基本

理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、男女共同参画社会の形成の促進に関

する施策（積極的改善措置を含む。以下同じ。）を総合的に策定し、及び実施する責

務を有する。  

（地方公共団体の責務） 

第９条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、男女共同参画社会の形成の促進に関

し、国の施策に準じた施策及びその他のその地方公共団体の区域の特性に応じた施

策を策定し、及び実施する責務を有する。  

（国民の責務） 

第 10条 国民は、職域、学校、地域、家庭その他の社会のあらゆる分野において、基

本理念にのっとり、男女共同参画社会の形成に寄与するように努めなければならな

い。  

（法制上の措置等） 

第 11条 政府は、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策を実施するため必要な

法制上又は財政上の措置その他の措置を講じなければならない。  

（年次報告等） 

第 12条 政府は、毎年、国会に、男女共同参画社会の形成の状況及び政府が講じた男

女共同参画社会の形成の促進に関する施策についての報告を提出しなければならな

い。 

２ 政府は、毎年、前項の報告に係る男女共同参画社会の形成の状況を考慮して講じ

ようとする男女共同参画社会の形成の促進に関する施策を明らかにした文書を作成

し、これを国会に提出しなければならない。  

第二章 男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的施策  

（男女共同参画基本計画）  

第 13条 政府は、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の総合的かつ計画的な

推進を図るため、男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的な計画（以下「男

女共同参画基本計画」という。）を定めなければならない。  

２ 男女共同参画基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。  

(1)総合的かつ長期的に講ずべき男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の大

綱
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(2)前号に掲げるもののほか、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策を総合

的かつ計画的に推進するために必要な事項  

３ 内閣総理大臣は、男女共同参画会議の意見を聴いて、男女共同参画基本計画の案

を作成し、閣議の決定を求めなければならない。  

４ 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、男女

共同参画基本計画を公表しなければならない。  

５ 前二項の規定は、男女共同参画基本計画の変更について準用する。  

（都道府県男女共同参画計画等） 

第 14条 都道府県は、男女共同参画基本計画を勘案して、当該都道府県の区域におけ

る男女共同参画社会の形成の促進に関する施策についての基本的な計画（以下「都

道府県男女共同参画計画」という。）を定めなければならない。  

２ 都道府県男女共同参画計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 

(1)都道府県の区域において総合的かつ長期的に講ずべき男女共同参画社会の形成

の促進に関する施策の大綱  

(2)前号に掲げるもののほか、都道府県の区域における男女共同参画社会の形成の促

進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項  

３ 市町村は、男女共同参画基本計画及び都道府県男女共同参画計画を勘案して、当

該市町村の区域における男女共同参画社会の形成の促進に関する施策についての基

本的な計画（以下「市町村男女共同参画計画」という。）を定めるように努めなけれ

ばならない。  

４ 都道府県又は市町村は、都道府県男女共同参画計画又は市町村男女共同参画計画

を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。（施策の

策定等に当たっての配慮） 

第 15条 国及び地方公共団体は、男女共同参画社会の形成に影響を及ぼすと認められ

る施策を策定し、及び実施するに当たっては、男女共同参画社会の形成に配慮しな

ければならない。  

（国民の理解を深めるための措置） 

第 16条 国及び地方公共団体は、広報活動等を通じて、基本理念に関する国民の理解

を深めるよう適切な措置を講じなければならない。  

（苦情の処理等） 

第 17条 国は、政府が実施する男女共同参画社会の形成の促進に関する施策又は男女



- 27 - 
 

共同参画社会の形成に影響を及ぼすと認められる施策についての苦情の処理のため

に必要な措置及び性別による差別的取扱いその他の男女共同参画社会の形成を阻害

する要因によって人権が侵害された場合における被害者の救済を図るために必要な

措置を講じなければならない。  

（調査研究） 

第 18条 国は、社会における制度又は慣行が男女共同参画社会の形成に及ぼす影響

に関する調査研究その他の男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の策定に必

要な調査研究を推進するように努めるものとする。  

（国際的協調のための措置） 

第 19条 国は、男女共同参画社会の形成を国際的協調の下に促進するため、外国政府

又は国際機関との情報の交換その他男女共同参画社会の形成に関する国際的な相互

協力の円滑な推進を図るために必要な措置を講ずるように努めるものとする。  

（地方公共団体及び民間の団体に対する支援） 

第 20条 国は、地方公共団体が実施する男女共同参画社会の形成の促進に関する施策

及び民間の団体が男女共同参画社会の形成の促進に関して行う活動を支援するた

め、情報の提供その他の必要な措置を講ずるように努めるものとする。 

第三章 男女共同参画会議  

（設置） 

第 21条 内閣府に、男女共同参画会議（以下「会議」という。）を置く。  

（所掌事務） 

第 22条 会議は、次に掲げる事務をつかさどる。  

(1)男女共同参画基本計画に関し、第十三条第三項に規定する事項を処理するこ 

と。  

(2)前号に掲げるもののほか、内閣総理大臣又は関係各大臣の諮問に応じ、男女共同

参画社会の形成の促進に関する基本的な方針、基本的な政策及び重要事項を調査

審議すること。  

(3)前二号に規定する事項に関し、調査審議し、必要があると認めるときは、内閣総

理大臣及び関係各大臣に対し、意見を述べること。  

(4)政府が実施する男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の実施状況を監視

し、及び政府の施策が男女共同参画社会の形成に及ぼす影響を調査し、必要がある
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と認めるときは、内閣総理大臣及び関係各大臣に対し、意見を述べること。  

（組織） 

第 23条 会議は、議長及び議員二十四人以内をもって組織する。  

（議長） 

第 24条 議長は、内閣官房長官をもって充てる。 

２ 議長は、会務を総理する。  

（議員） 

第 25条 議員は、次に掲げる者をもって充てる。  

(1)内閣官房長官以外の国務大臣のうちから、内閣総理大臣が指定する者  

(2)男女共同参画社会の形成に関し優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣

が任命する者  

２ 前項第二号の議員の数は、同項に規定する議員の総数の十分の五未満であっては

ならない。  

３ 第一項第二号の議員のうち、男女のいずれか一方の議員の数は、同号に規定する

議員の総数の十分の四未満であってはならない。  

４ 第一項第二号の議員は、非常勤とする。  

（議員の任期） 

第 26条 前条第一項第二号の議員の任期は、二年とする。ただし、補欠の議員の任期

は、前任者の残任期間とする。 

２ 前条第一項第二号の議員は、再任されることができる。  

（資料提出の要求等） 

第 27条 会議は、その所掌事務を遂行するために必要があると認めるときは、関係行

政機関の長に対し、監視又は調査に必要な資料その他の資料の提出、意見の開陳、

説明その他必要な協力を求めることができる。 

２ 会議は、その所掌事務を遂行するために特に必要があると認めるときは、前項に

規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。  

（政令への委任） 

第 28条 この章に定めるもののほか、会議の組織及び議員その他の職員その他会議に

関し必要な事項は、政令で定める。  

附 則（平成十一年六月二三日法律第七八号） 抄  

（施行期日） 
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第１条 この法律は、公布の日から施行する。  

（男女共同参画審議会設置法の廃止） 

第２条 男女共同参画審議会設置法（平成九年法律第七号）は、廃止する。  

附 則 （平成十一年七月十六日法律第百二号） 抄  

（施行期日） 

第１条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律（平成十一年法律第八十八号）の

施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日か

ら施行する。  

    （施行の日＝平成十三年一月六日）  

(1)略  

(2)附則第十条第一項及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条並びに

第三十条の規定 公布の日  

（委員等の任期に関する経過措置） 

第 28 条 この法律の施行の日の前日において次に掲げる従前の審議会その他の機関

の会長、委員その他の職員である者（任期の定めのない者を除く。）の任期は、当該

会長、委員その他の職員の任期を定めたそれぞれの法律の規定にかかわらず、その

日に満了する。  

(1)から(10)まで 略  

(11)男女共同参画審議会  

（別に定める経過措置） 

第 30条 第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要とな

る経過措置は、別に法律で定める。  

附 則 （平成十一年十二月二十二日法律第百六十号） 抄  

 

（施行期日） 

第１条 この法律（第二条及び第三条を除く。）は、平成十三年一月六日から施行す

る。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 

  （以下略） 
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北斗市男女共同参画推進条例 

（平成 18年 2月 1日北斗市条例第 12号） 

第１章 総則 

(目的) 

第１条 この条例は、男女共同参画社会の形成に関し、基本理念を定め、市、市民及び

事業者等の責務を明らかにするとともに、市の基本的施策に関し必要な事項を定め

ることにより、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策(積極的改善措置を含

む。以下同じ。)を総合的かつ効率的に推進し、もって男女共同参画社会を実現する

ことを目的とする。 

(定義) 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとこ

ろによる。 

(1)男女共同参画社会 男女が、性別にかかわりなく個人として尊重され、一人ひと

りがその個性と能力を発揮する機会が確保されることにより、対等な立場で社会

のあらゆる分野における活動に共に参画し、責任を分かち合う社会をいう。 

(2)積極的改善措置社会のあらゆる分野における活動において、男女間の参画の機会

の格差を改善するため、必要な範囲で男女の一方に対し、その機会を積極的に提供

することをいう。 

(3)セクシュアル・ハラスメント 他の者に対し、その意に反した性的な言動を行う

ことにより、当該者の生活、就業等における環境を害して不快な思いをさせること

又は性的な言動を受けた者の対応により当該者に不利益を与えることをいう。 

(4)事業者等市内において公的機関若しくは民間又は営利若しくは非営利を問わず

事業を行う者、市内会及び各種団体をいう。 

(基本理念) 

第３条 男女共同参画社会の形成は、男女が共に一人の自立した個人として尊厳が重

んじられること、直接的にも間接的にも男女が性別による差別的取扱いを受けない

こと、男女が共に社会的文化的に形成された性別にとらわれず個人として能力を発

揮する機会が確保されることその他の男女の人権が尊重されることを旨として、行

わなければならない。 

２ 男女共同参画社会の形成に当たっては、社会における制度又は慣行が、性別によ

る固定的な役割分担等を反映して、男女の社会における活動の選択に対して中立で
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ない影響を及ぼすことにより、男女共同参画社会の形成を阻害する要因となるおそ

れがあることを考慮し、社会における制度又は慣行が男女の社会における活動の選

択に対して及ぼす影響をできる限り中立なものとするように配慮しなければならな

い。 

３ 男女共同参画社会の形成は、男女が、社会の対等な構成員として、市における政

策又は事業者等における方針の立案及び決定に共同して参画する機会が確保される

ことを旨として、行わなければならない。 

４ 男女共同参画社会の形成は、家族を構成する男女が、相互の協力と社会の支援の

下に、子の養育、家族の介護その他の家庭生活における活動について家族の一員と

しての役割を円滑に果たし、かつ、家庭以外の職場、学校、地域その他の社会のあら

ゆる分野における活動を行うことができるようにすることを旨として、行わなけれ

ばならない。 

５ 男女共同参画社会の形成の促進が国際社会における取組と密接な関係を有してい

ることを考慮し、男女共同参画社会の形成は、国際社会における取組を踏まえなが

ら行わなければならない。 

(市の責務) 

第４条 市は、前条の基本理念に基づき男女共同参画社会の形成の促進に関する施策

を総合的に策定し、実施しなければならない。 

２ 市は、前項の施策を推進するに当たり、市民、事業者等、国、北海道及び他の市町

村と相互に連携し、協力を図るよう努めなければならない。 

(市民の責務) 

第５条 市民は、家庭、職場、学校、地域その他の社会のあらゆる分野において、男女

共同参画社会について理解を深め、その実現に努めなければならない。 

(事業者等の責務) 

第６条 事業者等は、その事業活動を行うに当たり、男女共同参画社会について理解

を深め、その実現に努めなければならない。 

(性別による権利侵害の禁止) 

第７条 何人も、家庭、職場、学校、地域その他の社会のあらゆる場において、性別を

理由とする権利侵害や差別的扱いを行ってはならない。 

２ 何人も、家庭、職場、学校、地域その他の社会のあらゆる場においてセクシュア

ル・ハラスメントを行ってはならない。 
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３ 何人も、夫婦間を含むすべての男女間において、身体的又は精神的な苦痛を与え

る暴力的行為を行ってはならない。 

第２章 男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的施策 

(基本計画) 

第８条 市長は、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策を総合的かつ計画的に

推進するため、男女共同参画基本計画(以下「基本計画」という。)を策定するものと

する。 

２ 市長は、基本計画を策定したときは、これを公表しなければならない。 

３ 前項の規定は、基本計画の変更について準用する。 

(附属機関等における積極的改善措置) 

第９条 市は、その設置する附属機関等の委員等を任命する場合には、積極的改善措

置を講ずることにより、できる限り男女の均衡を図るよう努めるものとする。 

(情報の収集及び分析) 

第 10 条 市は、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策を効果的に推進するた

め、男女共同参画社会の形成に関する情報の収集及び分析を行うものとする。 

(普及広報活動) 

第 11条 市は、基本理念に関する市民及び事業者等の理解を深めるため、必要な普及

広報活動に努めるものとする。 

(公表) 

第 12条 市長は、毎年、男女共同参画社会の形成の状況及び施策の実施状況につい

て公表するものとする。 

第３章 補則 

(委任) 

第 13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この条例は、平成 18年 2月 1日から施行する。 


